
tosato
タイプライターテキスト
12



① 諸外国における教員養成・免許制度について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14

② 学校種別教員数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14

③ 公立小・中学校教員の年齢構成の推移 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15

④ 現職教員の所有免許状別構成について（平成22年度） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15

⑤ 18歳人口の推移等について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

⑥ 教員養成・免許制度について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16

⑦ 教員免許状の授与件数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

⑧ 教員養成の現状 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17

⑨ 公立学校教員採用試験における学歴別採用者の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18

⑩ 公立学校教員採用試験における受験者及び採用者の学歴別内訳⑩ 公立学校教員採用試験における受験者及び採用者の学歴別内訳

（平成23年度採用者） ‥‥‥‥‥ 18

⑪ 教員採用における大学院在学者・進学者に対する特例について ‥‥‥‥‥ 19

⑫ 教員研修の実施体系 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19

⑬ 国内における大学院への進学状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20

⑭ 国家公務員採用総合職試験における院卒者試験の創設 20⑭ 国家公務員採用総合職試験における院卒者試験の創設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20

⑮ 世界の教員養成の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21

⑯ 主要国における人口100万人当たりの専攻分野別修士号取得者(2005) ‥‥‥ 21

tosato
タイプライターテキスト
13



①諸外国における教員養成・免許制度について
アメリカ イギリス ドイツ フランス フィンランド 日本

養成
機関

４年制大学（４年間
の学士号取得課程
が主流であるが、延
長型の５年課程や大
学院課程もある）

高等教育機関の教員
養成課程（３～４年）又
は学士取得者を対象と
した教職専門課程（１
年）

大学の教員養成課
程（３．５年～５年）

修士課程(2年) 大学の教員養成課
程（５年）

大学（４年）における
教員養成が標準

資格
試験

有（試験の方法・内
容は州により異な
る）

無 有（第一次国家試験
又は修士号取得試
験、及び第二次国家
試験）

有（教員採用試験） 無 無

試補
勤務

無 無 有（第一次国家試験
合格又は修士号取
得後に１～２年）

無（教員採用試験合
格後、1年間非正規
公務員として学校に
配属、勤務の3分の1
を研修に充当）

無 無（１年間の条件附
採用期間と初任者
研修を義務）

免許
等

・州が免許状を発行

・免許状は教育段階
別。（一般に初等教
員免許状、中等教員
免許状）

・教育大臣が認定した
養成課程の修了者に
正教員としての資格が
与えられる

・学校種、教科の別は
ない

・第二次国家試験合
格後に州が資格を
認定

・学校種類別の資格
を認める州と教育段
階別の資格を認める
州がある

・修士号取得者又は、
修士課程第2学年在
学者を対象に教員
採用試験を実施

・初任1年目終了後、
審査により、正規教
員の資格授与

・修士号（初等教育
教員は教育学専攻、
中等教育教員は教
職科目履修を含む
各領域専攻）が教員
免許に相当

・大学での所要単位
及び学士等の資格
を得た者に授与（申
請により都道府県教
育委員会が授与）

・学校種、教科別の
免許状で専修、一種、
二種の３種類

教育
実習
期間

１２週間以上が２２
州（２００２年。州に
より異なる。）

４年制養成課程

・・・・３２週間以上

教職専門課程

・・・・１８～２４週間

学士課程（３年）

・・・・１４週間

修士課程（１～２年）

・・・・ ４週間

計 １８週間

（ニーダーザクセン州の場
合。州により異なる。）

観察・指導付き実習

(修士1，2年対象）

‥上限6週間

責任実習

（修士2年対象）

‥上限6週間

約半年間(タンペレ
大学初等教育教員
養成課程の場合。）

幼・小・中学校

・・・・４週間

高等学校

・・・・２週間

（平成２３年５月１日現在）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師（非常勤講師を除く。）、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の合計数である。
※高等学校は、全日制課程、定時制課程及び通信制課程の合計数である。

（平成２３年度 学校基本調査報告書）

総数 国立 公立 私立

昨年度
参考

昨年度
参考

昨年度
参考

昨年度
参考

幼稚園 110,402 110,580 356 340 23,861 24,170 86,185 86,070 

(0.3%) (0.3%) (21.6%) (21.9%) (78.1%) (77.8%)

小学校 419,467 419,776 1,859 1,858 413,024 413,473 4,584 4,445 

(0.4%) (0.4%) (98.5%) (98.5%) (1.1%) (1.1%)

中学校 253,104 250,899 1,623 1,658 236,433 234,471 15,048 14,770 

(0.6%) (0.7%) (93.4%) (93.5%) (5.9%) (5.8%)

高等学校 237,526 242,694 572 577 177,851 181,051 59,103 61,066 

(0.2%) (0.2%) (74.9%) (74.6%) (24.9%) (25.2%)

中等教育学校 2,046 1,893 181 185 1,219 1,099 646 609 

(8.8%) (9.8%) (59.6%) (58.1%) (31.6%) (32.1%)

特別支援学校 74,854 72,803 1,501 1,486 73,045 71,027 308 290 

(2.0%) (2.0%) (97.6%) (97.6%) (0.4%) (0.4%)

合計 1,097,339 1,098,645 6,092 6,104 925,433 925,291 165,874 167,250 

②学校種別教員数
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小学校 中学校

39.5歳

39.6歳

40.5歳

41.8歳

43.4歳

39.2歳

39.1歳

39.7歳

40.4歳

41.8歳

平均年齢 平均年齢

44.1歳
42.9歳

44.4歳
43.8歳

44.4歳
44.2歳

出典：「学校教員統計調査」
（注）教員：校長、教頭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭

③公立小・中学校教員の年齢構成の推移

20代 30代 40代 50代 20代 30代 40代 50代

④現職教員の所有免許状別構成について（平成２２年度）

区 分 専修 一種 二種

幼
稚
園

国立 １０．４％ ６０．６％ ２２．９％

公立 ０．８％ ４０．３％ ５５．４％

私立 ０．４％ １８．１％ ７５．９％

計 ０．５％ ２２．５％ ７１．８％

小
学
校

国立 １５．６％ ７６．７％ ６．２％

公立 ３．６％ ７９．４％ １５．１％

私立 ４．９％ ６３．２％ １８．５％

計 ３．７％ ７９．２％ １５．１％

中
学
校

国立 １９．９％ ７７．２％ ２．７％

公立 ５．９％ ８９．２％ ４．８％

私立 １４．２％ ８０．２％ ２．５％

計 ６．５％ ８８．５％ ４．６％

高
等
学
校

国立 ４７．１％ ５２．０％ －

公立 ２４．０％ ７５．５％ ０．３％

私立 １７．１％ ８０．７％ ０．５％

計 ２２．２％ ７６．８％ ０．４％

（平成22年度学校教員統計調査報告書）

71.8%

15.1%
4.6% 0.4%

22.5%

79.2%
88.5%

76.8%

0.5% 3.7% 6.5%

22.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

幼稚園 小学校 中学校 高等学校

<現職教員の免許状別保有者割合＞

※臨時免許状のみを有する者や当該学校種の免許状を有しない者等がいる
ため、学校種ごとの合計は１００％にならない。
※平成２２年１０月１日現在で所属する学校種の普通免許状を所有する教員
（養護教諭、栄養教諭を含む。）の割合

二種

一種

専修
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100%18歳人口

短大＋大学入学者数

免許状取得者数

短大・大学人口に占める、免許
取得者の割合

１８歳人口に占める、免許取得
者の割合
大学・短大進学率

収容力

教員免許状取得者数（万人）

短大＋大学入学者数（万人）

18歳人口（万人）

●　18歳人口　＝　３年前の中学校卒業者及び中等教育学校前期課程修了者数

●　進学率  　＝　当該年度の大学・短大の入学者数

　　　　　　　　　　　　　　18歳人口

●　収容力　　＝　当該年度の大学・短大入学者数

　　　　　　　　　当該年度の大学・短大志願者数 収容力（大学＋短大）

進学率（大学＋短

大学：50.9%

短大： 5.9%

（年度）

92．4%

56．8%

16．17%

8．95%

⑤18歳人口の推移等について

教員は、教育職員免許法により授与される各相当の
免許状を有する者でなければならない（免許法第３条第
１項）。

教員は、教育職員免許法により授与される各相当の
免許状を有する者でなければならない（免許法第３条第
１項）。

１． 免許状主義と開放制の原則

免許状主義免許状主義

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学と
がそれぞれの特色を発揮しつつ行っている。

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学と
がそれぞれの特色を発揮しつつ行っている。

開放制の原則開放制の原則

① 普通免許状

（有効期間１０年）

① 普通免許状

（有効期間１０年）
② 特別免許状

（有効期間１０年）

② 特別免許状

（有効期間１０年）
③ 臨時免許状

（有効期限３年）

③ 臨時免許状

（有効期限３年）

それぞれ学校種別 （ 中学校・高等学校については教科別 ） ※詳細は別紙

○ 授与権者

都道府県教育委員会

○ 免許状の有効範囲

・普通免許状 ： 全ての都道府県

・特別免許状 授与を受けた
都道府県内

・臨時免許状

専修免許状（修士課程修了程度）専修免許状（修士課程修了程度）

一種免許状（大学卒業程度）一種免許状（大学卒業程度）

二種免許状（短大卒業程度）二種免許状（短大卒業程度）

⑥教員養成・免許制度について

２．免許状の種類

tosato
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⑦教員免許状の授与件数

区 分 専修免許状 一種免許状 二種免許状 合 計

幼稚園 ２５８ １３，７４５ ２４，８６０ ３８，８６３

小学校 １，６１８ ２０，３４５ ５，５０７ ２７，４７０

中学校 ５，４４１ ４５，０７５ ２，７５８ ５３，２７４

高等学校 ７，１９２ ６１，６４６ ６８，８３８

特別支援学校 ２５１ ３，７６５ ３，９１２ ７，９２８

養護教諭 １２２ ２，７８７ １，８７６ ４，７８５

栄養教諭 １９ １，６２４ １，０３７ ２，６８０

特別支援学校自立教科等 ４９ ９ ５８

合計 １４，９０１ １４９，０３６ ３９，９５９ ２０３，８９６

注：特別免許状及び臨時免許状は除く。 （教職員課調べ）

（平成２２年度）

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

学 部

大学院（修士課程）

○設置状況：４４大学４４学部（うち単科大学１１）

大学数 入 学 定 員 合 計

教員養成課程 新課程

４４ 10,683 4,037 14,720

○課程・入学定員
※ 新課程：教員就職率の低下に伴い、
昭和６２年度から教員養成課程の一部
を、教員以外の職業分野の人材や高
い教養と柔軟な思考力を身につけた
人材を養成することを目的とした課程
として改組したもの。

○設置状況

設 置
大学数

研究科数 専攻数 入学定員

４４ ４４ １４７ ３，２６５

教職大学院（専門職学位課程）

○設置状況

区分 設置大学数 入学定員

国立 １９ ６４５

私立 ６ １７０

計 ２５ ８１５

⑧教員養成の現状

１．課程認定数

２．国立教員養成系大学・学部の現状（平成２４年度）

大学 短期大学 大学院

国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計

大学等数 82 79 579 740 0 18 339 357 86 72 456 614 

課程認定を有する大学
等数

77 53 470 600 0 9 244 253 81 36 315 432 

割合 93.9% 67.1% 81.1% 81.1% 0.0% 50.0% 72.0% 70.9% 94.2% 50.0% 69.1% 70.4%

（平成23年5月1日現在）
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⑨公立学校教員採用試験における学歴別採用者の状況

（教職員課調べ）
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一般大学卒

大学院修了
短期大学卒

教員養成大学卒

○公立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭、養護教諭及び栄養教諭の学歴別採用者の割合

⑩公立学校教員採用試験における受験者及び採用者の学歴別内訳
（平成２３年度採用者）

（単位：人）

区分 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 養護教諭 栄養教諭 計

受
験
者
数

教員養成大学・学部 １７，１６５ ８，８００ ３，２９６ ２，０１７ １，３９４ １０ ３２，６８２

一般大学 ２９，８９９ ４３，０７８ ２５，９８４ ５，２９４ ４，６３７ ８６２ １０９，７５４

短期大学等 ３，４１６ １，７２５ １０４ ２６６ ２，８１２ ３２４ ８，６４７

大学院 ３，３９３ ６，０９０ ５，７７１ ９２１ ２６０ ３２ １６，４６７

計 ５３，８７３ ５９，６９３ ３５，１５５ ８，４９８ ９，１０３ １，２２８ １６７，５５０

採
用
者
数

教員養成大学

・学部

４，８８５

（４１．６％）

１，９８９

（２７．６％）

６０５

（１４．１％）

７０３

（２８．９％）

２７８

（２７．４％）

１

（０．７％）

８，４６１

（３１．５％）

一般大学
５，７７２

（４９．１％）

４，２７４

（５９．４％）

２，７１３

（６３．３％）

１，３８６

（５７．４％）

５０３

（４９．６％）

１１２

（７９．４％）

１４，７６０

（５５．０％）

短期大学等
３４２

（２．９％）

６９

（１．０％）

１０

（０．２％）

６３

（２．６％）

１９９

（１９．６％）

２５

（１７．７％）

７０８

（２．６％）

大学院
７４６

（６．４％）

８６９

（１２．１％）

９６８

（２２．５％）

２８３

（１１．６％）

３５

（３．４％）

３

（２．１％）

２，９０４

（１０．８％）

計 １１，７４５ ７，２０１ ４，２９６ ２，４３５ １，０１５ １４１ ２６，８３３

採
用
率
（
％
）

教員養成大学

・学部
２８．５％ ２２．６％ １８．４％ ３４．９％ １９．９％ １０．０％ ２５．９％

一般大学 １９．３％ ９．９％ １０．４％ ２６．２％ １０．８％ １３．０％ １３．４％

短期大学等 １０．０％ ４．０％ ９．６％ ２３．７％ ７．１％ ７．７％ ８．２％

大学院 ２２．０％ １４．３％ １６．８％ ３０．７％ １３．５％ ９．４％ １７．６％

計 ２１．８％ １２．１％ １２．２％ ２８．７％ １１．２％ １１．５％ １６．０％

注１：「教員養成大学・学部」は、国立の教員養成大学又は教員養成学部の出身者の数である。
２：「短期大学等」には、指定教員養成機関等を含む。
３：「採用者数」の（ ）内の数は、学校種ごとの採用者数に対する割合である。
４：採用率（％）＝採用者数÷受験者数×１００
５：大阪府は、受験者・採用者の学歴等を把握していないため、横浜市は、受験者・採用者の学歴等の集計方法が本調査と異なるため、そ

れぞれの自治体の受験者数・採用者数を除いた人数を基に計算している。
６：堺市は、受験者の学歴等を把握していないため、受験者数に堺市の人数は含まれていない。

（平成２３年度教職員課調べ）
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⑪教員採用における大学院在学者・進学者に対する特例について

（教職員課調べ）
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18年度実施 19年度実施 20年度実施 21年度実施 22年度実施 23年度実施

一部免除・特別選考

名簿登載期間の延長

大学院在学や進学を理由に採用を辞退した者に対し、次年度以降の採用選考試験における特
別選考の実施や、名簿登載期間の延長などの特例的な措置を講じている自治体は、教職大学
院設置後（平成20年以降）増加している。

※「名簿登載期間の延長」については、平成21年実施分から調査。

平成20年4月

教職大学院設置

●各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長・教頭等の教職員に対する学校管理研修

1年目 5年目 10年目 15年目 20年目 25年目 30年目

中堅教員研修
副校長・教頭等研修

海外派遣研修（２ヶ月）

●喫緊の重要課題について、地方公共団体が行う研修等の講師や企画・立案等を担う指導者を養成するための研修

・学校組織マネジメントや国語力向上に向けた教育の推進のための指導者育成研修等

・教育課題研修指導者の海外派遣プログラム（２週間）

●法定研修（原則として全教員が対象のもの）

●教職経験に応じた研修

●指導が不適切な教員に対する研修

初任者研修 １０年経験者研修

５年経験者研修 ２０年経験者研修

指導改善研修

●職能に応じた研修
生徒指導主事研修など

新任教務主任研修

教頭・校長研修

●専門的な知識・技能に関する研修

教科指導、生徒指導等に関する専門的研修

●長期派遣研修

大学院・民間企業等への長期派遣研修

都
道
府
県
教
委
等
が
実
施
す
る
研
修

国
レ
ベ
ル
の
研
修

⑫教員研修の実施体系

校長マネジメント研修
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（大学院進学率）

理系進学率

全体進学率

教育系進学率

理系は、この10年間で大学院へ

の進学率が着実に上昇。

全体の大学院への進学率は、この１
０年間では漸増している。
教育系は横ばい～減少傾向。

（年度）

○大学院進学率の推移

※理系進学率は、理学、工学、農学の大学院研究科への進学率
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文部科学省学校基本調査を基に作成

2008年のリーマンショックを
境に、学部卒業者の技術職
への就職が激減しているが、
修士取得者の就職者数は、
ほとんど変わらない。

技術職就職者のうち
修士以上の学位を取
得している者の割合
は着実に上昇。

（人）

（年度）
（年度）

※技術職就職者数は、研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情
報処理・通信技術者、その他の技術者への就職者数の総計

修士

学士

博士

○学歴別技術職就職者数 ○技術職就職者の学歴別割合

⑬国内における大学院への進学状況

採用試験の種類 初任給

総合職試験（院卒者試験） 240,000円程度

総合職試験（大卒程度試験） 213,000円程度

内外の環境の厳しくなる中、新たな人材供給源を開拓しつつ、引き続き優秀かつ多様な人材を確保するととも
に能力・実績に基づく人事管理への転換の契機になることを目指し、平成24年度より総合職試験、一般職試験

等からなる新たな国家公務員採用試験を実施し、総合職試験には新たに院卒者試験を創設。

○新たな人材供給源に対応した試験体
系

新たな人材供給源に対応して、専門職大学
院を含む大学院修了者を対象とした、院卒者
にふさわしく受験しやすい試験として院卒者試
験を創設。

○多様な人材確保に資する試験体系
・ 院卒者試験に新司法試験合格者を対象とした
「法務区分」を創設。

・ 大卒程度試験に既存の試験区分で検証して
いる専門分野以外の分野を専攻した者や外国
の大学の卒業者などの人材確保に資するよう、
企画立案に係る基礎的な能力の検証を重視し
た「教養区分」を創設。試験種目として「企画提
案試験」を導入。

○能力実証方法の改善
・ 現行の「教養試験」を、知識よりも論理的
思考力・応用能力の検証に重点を置いた
「基礎能力試験」に改正。

・ 院卒者試験では、政策の企画立案能力及
びプレゼンテーション能力を検証する「政策
課題討議試験」を導入。

●採用者の初任給

改正のポイント（総合職試験）

院卒者試験 大卒程度試験 計

申込者数 3,657人 20,224人 23,881人

合格者数 356人 970人 1,426人

倍 率 10.3倍 20.8倍 18.0倍

採用予定人員 158人 359人 517人

（参考）平成24年度総合職試験結果（人事院HPより抜粋）

（資料）人事院 「平成24年度版 国家公務員総合職試験ガイド」 を基に文部科学省作成

※平成23年５月現在の俸給月額に基づき、新たな採

用試験による採用者の初任給のおおよその金額を
掲げたもの。

院卒者試験 大卒程度試験

３０歳未満で大学院終了及
び大学院修了見込みの者
（法務区分は、新司法試験の
合格者であることも要件）

２１歳以上３０歳未満の者（２
１歳未満で大学卒業及び卒
業見込みの者、教養区分は
２０歳の者も受験可）

●受験資格

⑭国家公務員採用総合職試験における院卒者試験の創設
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（出典）アジアの教員（ジアース出版社 2012）・文部科学省調べ

【イギリス】
2007年に策定された「子どもプラ
ン」において、教員の専門性と地
位向上の観点から段階的にすべ
ての教員が修士レベルの資格を
有する基本方針が示された。これ
を受け、新任教員を対象とした、
実習等を重視した「教員修士」が
新たに導入されている。

【フランス】
2009年に、修士号が教員採用の
ための資格要件となり、2010年よ
り、修士課程において教員養成が
行われている。（2012年の政権交
代後、教員養成の在り方の見直し
が検討されている。）

【台湾】
教員研修が盛んに行われており、
大学院修士課程に在籍しての
「学位を伴う研修」も近年拡大し
ている。高校教員の43％が修士
以上の学位を取得（2011）。

【中国】
2010年に策定された、今後10年
間の「国家中長期教育改革発展
計画綱要（2010～2020年）」にお
いて、今後教員の質の向上に取り
組むとされている。また、近年、現
職教員を対象とした「教育修士課
程」を大学院に設置。高校教員の
3.6%が修士以上の学位を取得
（2010）。

【アメリカ】
2002年、「落ちこぼれを作らない
ための初等中等教育法（No Child 
left Behind Act of 2001）」を制定
するなど、教育改革に取り組んで
いる。公立小中学校相当教員の
50.8％、公立高校相当教員の
53％が修士以上の学位を取得
（2007）。

【韓国】
現職教員を対象とした修士課程の教育
を行う「教育大学院」を設置（122箇所
（2010））しており、小学校教員の25.6％、
中学校教員の35.8％、高校教員の39%
が修士以上の学位を取得（2011）。全国
統一教員評価制度、英語コミュニケー
ション力認定制度、優秀な教員の役職と
して「首席教師制度」の導入など、教員
制度改革に取り組んでいる。

【ドイツ】
教員養成制度は、大学での学修と
試補勤務の2つの段階から成る。
従来学位の取得が認められな
かった教員養成課程を、近年、学
士・修士が取得可能な教員養成
課程へと改組する動きが各州で見
られ､教員養成課程における修士
号の取得を試補勤務の要件とす
るなどの改革が行われている。

【フィンランド】
OECD「生徒の学習到達度調査
（PISA）」において、常に上位を維
持。1979年より、教師資格の取得
条件として修士課程の修了が必
要となっている。

【シンガポール】
教員になるためには、所定の学位を
取得した後、国立教育学院（NIE）に
おいて教員養成課程を履修すること
が必要。特に高校教員については、
学士を取得した上で１年間の教員養
成課程の履修が義務付けられている。
小学校教員の5.1％、中学校教員の
11.5％、高校教員の19％、高校校長
の88％が修士以上の学位を取得
（2010）。

⑮世界の教員養成の状況

資料：博士号取得者数については、文部科学省「教育指標の国際比較」（平成20,21年版）、及び人口については、OECD “Main Science and Technology Indicators Vol 2009/2”を基に文部科学省にて作成

○ 修士号取得者数を比較すると、日本が581人であるのに対し、イギリスが3,018人、アメリカが2,008人、韓国
が1,446人という状況であり、他国においてより高学歴化が進展している。

○ 特に、教育・教員養成に係る修士号取得者については、日本が39人であるのに対し、韓国が360人、アメリ
カが590人、イギリスが69１人と、大きな開きがある。

○ 一方、理系（理学、工学、農学）の修士号取得者については、日本が330人であるのに対し、韓国が387人、
アメリカが273人、イギリスが622人、フランスが393人と、教育系に比べると差は小さい。

⑯主要国における人口100万人当たりの専攻分野別修士号取得者（2005）
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現状と課題

当面の改善方策 ～教育委員会・学校と大学の連携・協働による高度化

改革の方向性

教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について
（平成24年8月28日 中央教育審議会答申）の概要

教員養成の改革の方向性 ： 教員養成を修士レベル化し、高度専門職業人として位置付け

◆多様な人材の登用の促進 ◆授業料減免や奨学金の活用等による学生の経済的負担の軽減について留意
◆教員免許更新制については、詳細な制度設計の際に更に検討
◆詳細な制度設計の際は、幼稚園教諭等、学校種や職種の特性に配慮するとともに、国公私の設置形態に留意

教員免許制度の改革の方向性 ：
「一般免許状（仮称）」、「基礎免許状（仮称）」、「専門免許状（仮称）」の創設

一般免許状(仮称)：探究力、新たな学びを展開できる実践的指導力、コミュニケーション力等を保証する、
標準的な免許状。学部4年に加え、1年から2年程度の修士レベルの課程での学修を標準。

基礎免許状(仮称)：教職に関する基礎的な知識･技能を保証。学士課程修了レベル。
専門免許状(仮称)：特定分野に関し高い専門性を証明。(分野は、学校経営、生徒指導、教科指導 等）

養成段階
（学部レベル）
◆学校現場での体験機会の充実等による
カリキュラムの改善、いじめ等の生徒
指導に係る実践力の向上

◆課程認定の厳格化等質保証の改革

（修士レベル）
◆教職大学院制度を発展・拡充し、全て
の都道府県に設置を推進
（現状:25大学（20都道府県）815人）

◆いじめ等の生徒指導に係る事例やノウ
ハウの集積等、教育研究の充実

◆大学院設置基準の大括り化等

◆専修免許状の在り方の見直し
（一定の実践的科目の必修化推進等）

◆学習科学等実践的な教育学研究の推進

◆柔軟かつ多様な大学間連携の推進

初任段階

◆教育委員会と大学との連携・協働によ
る初任段階の研修の高度化

◆初任段階の教員を複数年にわたり支援
する仕組みの構築

現職段階及び管理職の段階

（現職段階）
◆教育委員会と大学との連携・協働によ
る現職研修のプログラム化・単位化の
推進

（管理職段階）
◆マネジメント力を有する管理職の職能
開発のシステム化の推進

修士レベル化に向け、修士レベルの課程の質と量の充実、教育委員会と大学との連携・協働等、
段階的に取組を推進。主要な取組は、教育振興基本計画に盛り込む。

多様な人材の登用

◆社会人、理数系、
英語力のある人材
等多様な人材が教
職を志す仕組みの
検討

採用段階

◆大学での学習状況
の評価の反映等選
考方法の一層の改
善

グローバル化への対応
◆教員を志望する学生の海外留学を促進

特別支援教育の専門性向上
◆免許法認定講習の受講促進等の取組により、特別支援学校教諭免許状の取得率の向上

学校が魅力ある職場となるための支援、改善を進める上での留意事項
◆教員に優れた人材が得られるよう、教員給与等の処遇の在り方の検討や教職員配置など教育条件を整備

◆先導的な取組を支援するための事業の実施、大学院への派遣の促進や初任者研修をはじめとした教員研
修のより一層効果的な取組を推進するための研修等定数の改善、効果的な活用等の支援が必要

◆グローバル化など社会の急速な進展の中で人材育成像が変化しており、２１世紀を生き抜くための力を育
成するため、思考力・判断力・表現力等の育成など新たな学びに対応した指導力を身に付けることが必要

◆学校現場における諸課題の高度化・複雑化により、初任段階の教員が困難を抱えており、養成段階におけ
る実践的指導力の育成強化が必要

教育委員会と大学との連携・協働による教職生活の全体を通じた一体的な改革、新たな学びを支える教員
の養成と、学び続ける教員を支援する仕組みの構築（「学び続ける教員像」の確立）が必要

※「基礎免許状（仮称）」取得者が「一般免許状（仮称）」を取得する段階は、(ⅰ)採用前に取得、(ⅱ)採用後の初任者研修と連携し
た修士レベルの課程の修了により取得、(ⅲ)採用後一定期間のうちに修士レベルの課程等での学修により取得を想定
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Q 今後、教員になるには、修士課程を修了しない

といけないのですか?

A

Q 現在、一種免許状で教員をしています。専修免

許を取得しなければ教壇に立てなくなりますか?

AA 答申で示されている「改革の方向性」においては、

①修士レベルの「一般免許状（仮称）」を取得してから
教員になるパターンのほか、②学士レベルの「基礎免許
状（仮称）」を取得して教員になった後、採用直後に初
任者研修と連携・融合した形で「一般免許状（仮称）」
を取得するパターンや、③採用後、一定期間勤務したの
ちに「一般免許状（仮称）」を取得するパターンも示さ
れており、修士課程を修了しなければ教員になれないと
いうことはありません

A そのようなことはありません。しかし、教員の知識・

技能は、社会の変化に応じて常に刷新していくことが求め
られています。答申では、「基礎免許状（仮称）」の取得
者は、早期に「一般免許状（仮称）」を取得することが期
待されるとされています。

Q 教員免許更新制はどうなりますか?
いうことはありません。

Q 修士レベル化の“レベル”とはどのような意味

ですか?

A 答申では、「一般免許状（仮称）」は、学部４年に

加え、１年から２年程度の修士レベルの課程での学修を

A 教員免許更新制については、詳細な制度設計の際に更

に検討を行うこととされています。

Q 修士レベル化は、幼稚園教諭についても適用さ

れますか?
加え、 年から 年程度 修 課程で 学修を
標準とすることとされており、これには、教職大学院や
修士課程での学修のほか、教育委員会と大学との連携・
協働により運営するプログラムなども含まれるものとさ
れています。したがって、必ずしも修士の学位の取得と
は連動しないということになります。

Q 修士レベル化はいつから始まりますか?

A 今後の詳細な制度設計の際には、学校種、職種の特性

に配慮することとされており、幼稚園教諭については、現
職教員の二種免許状保有者の割合が７割を超える現状等を
踏まえ、新しい時代における質の担保・向上という観点か
ら適切な制度設計を検討することが必要とされています。

Q 教員をしながら大学院で学ぶことはできますか?

A「一般免許状（仮称）」の創設等の制度改正について

の期限は答申では示されておらず、当面は、修士レベル
化に向け、修士レベルの課程の質と量の充実、教育委員
会と大学との連携・協働による研修の充実等を段階的に
進めることとし、そのうち主要な取組は、教育振興基本
計画に盛り込み、計画的に取り組むこととされています。

Q 教員をしながら大学院で学ぶことはできますか?

A できます。詳しくは下の「現職教員の大学院での学び

の紹介」を御覧ください。

現職教員の大学院での学びの紹介
〔大学院への派遣研修〕
任命権者が、その教育行政上の必要から研修命令をともなって実施する職務研修の一つとして、大学院への派遣研修が

あります。大学院修学休業制度と異なり、在学先の大学院、派遣される者等は、任命権者がその教育行政上の必要から決定
することになります。
〔大学院修学休業制度〕
教員が国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する

法律（平成12年4月28日法律第52号）により大学院修学休業制度が創設されました。同制度は平成13年度より開始されていま
す。
制度の概要は、以下の通りです。
① 公立学校の教員（教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師）で、一種免許状又は特別免許状を有する者は、任命権者の許
可を受けて、専修免許状を取得するため1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、 その課程を
履修するための休業をすることができます。

② 休業中の教員は、その身分を保有しますが、職務に従事しません。
③ 休業中は給与は支給されません。

〔その他〕
その他 通常勤務をしながら学ぶことができるよう 夜間等に開設している大学院や通信課程の大学院もありますその他、通常勤務をしながら学ぶことができるよう、夜間等に開設している大学院や通信課程の大学院もあります。
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